
 

 

議案第２１号 

   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  令和５年２月２２日提出   

大網白里市長  金 坂  昌 典   

 

   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３７年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第９項第１号及び同条第１０項中「（助手を含む。）」を削る。 

 第６条第１項中「月を単位として」を「月額で」に、「前条で」を「前条に」

に改め、同項の表に次のように加える。 

０日 １００分の０ 

 第６条第２項中「月を単位として」を「月額で」に、「（医務手当及び医師

確保手当を除く。）」を削り、「従事しない日数が、その期間の勤務を要する

日数の全日数にわたるとき及び」を「給与条例第６条の３第１項の規定により」

に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 医師確保手当は、一の支給期間（４月１日から９月３０日まで及び１０月

１日から翌年３月３１日までの、それぞれの期間をいう。以下同じ。）にお

ける職員の現に勤務した日数（以下「勤務日数」という。）の区分に応じて、

前条に定める額に次の表に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。 

一の支給期間における勤務日数 支給割合 

７０パーセント以上の日数 １００分の１００ 

３５パーセント以上７０パーセント未満の日数 １００分の６０ 

０パーセントを超え３５パーセント未満の日数 １００分の３０ 

０日 １００分の０ 

 別表保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の項医務手当の目及び医師

確保手当の目中手当の額の欄を次のように改める。 



 

 

日額 １０，０００円 

日額 ９，０００円 

 

６か月 １，２００，０００円 

６か月 １，１４０，０００円 

 

６か月 ７８０，０００円 

 

 

６か月 ４８０，０００円 

 

 

６か月 ２４０，０００円 

 

 別表保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の項中放射線取扱作業手当

の目及び検査作業手当の目を次のように改める 

放射線取

扱作業手

当 

診療放射線主任技師 日額 ２００円 

診療放射線技師 日額 １５０円 

第３条第９項第２号

の場合 

日額 ３００円 

検査作業

手当 

検査主任技師 日額 ２００円 

検査技師 日額 １５０円 

別表保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の項機能訓練作業手当の目

及び調剤手当の目中手当の額の欄を次のように改める。 

日額 ２５０円 

 

日額 ５００円 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


